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１．コミュニティ交通の再編概要

ルート再編 

の目的 

●レターバスと乗合タクシーの役割分担を明確化し、レターバス（地域内幹線）で対応すべき

移動と乗合タクシー（支線）で対応すべき移動を分けて、各ルートの運行範囲を見直す。 

●レターバスは、利用実態や市民の移動ニーズを踏まえ、所要時間を短縮し、拠点間を円滑に

移動できる運行ルートへと再編する。 

●乗合タクシーは、空便で運行している路線や同じ移動需要に対応している重複路線を見直し、

デマンド運行導入による運行効率化を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 現行のルート 

■レターバスの変更点 

中央ルート 

●起点を「辻󠄀久保」から「ユーパレス弁天」に変更 
●サブルートを設定し、朝夕は通学のために「光の森駅」へ接続 
●平日の所要時間は 47分⇒40分に短縮 
●平日の運行本数は 10便⇒12便に増便、土日祝日の運行本数は現行（10便）から変更なし 

南ルート 

●起点を「御代志」から「老人憩の家」に変更 
●「アンビー熊本」から「光の森駅」へ終点に変更 
●サブルートを設定し、朝夕は通学のために「武蔵塚駅」へ運行 
●平日の所要時間は 1時間 12分⇒38分に短縮 
●平日の運行本数は 16便⇒26便に増便、土日祝日の運行本数は 14便⇒10便に減便 

北ルート 
●「アンビー熊本」から「光の森駅」へ全便終点を変更により、運行距離の増加 
●平日の所要時間は 19分⇒30分に増加 
●平日の運行本数は 16便⇒12便に減便、土日祝日の運行本数は 14便⇒10便に減便 

再編後の 

ルートに 

期待する効果 

●北部地域は、鉄道駅や路線バス等の交通結節点までの接続が常時可能となることで、日

常の移動手段の維持・充実が図られる。 

●南部地域は、市内及び近隣市外への移動について、高い運行頻度で対応可能となること

で、市民ニーズに沿った効率的・効果的な運行が図られる。 

●デマンド運行の導入により、空便運行をなくし、現行ルートで対応できなかった移動需

要への対応及び移動を可能とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        図 再編後のルート 

■乗合タクシーの変更点 

区域運行① 

（西部エリア） 

●合生・上生線、合生・御代志線を統合し、区域運行（予約制）を導入 

●一部レターバスの運行範囲を担う 

●週 3日⇒週 5日運行に拡充、運行本数は 4便⇒6 便に増便 

区域運行② 

（東部エリア） 

●後川辺線と日向・新迫線を統合し、区域運行（予約制）を導入 

●週 3日運行、運行本数は 4便⇒6便に増便 

路線定期運行 

（須屋線） 

●須屋線は現行同様路線定期運行とし、一部ルートを変更（人口集中地・商業施設をルー

トに追加） 

●週 3日運行、運行本数は 4便⇒5便に増便 

 

✓ 現行の利用実態やパーソントリップ

調査、市民座談会等による詳細分析

結果を反映 

✓ ルートの重複区間や利用が少ないル

ートを見直し（乗合タクシーでカバ

ー） 

✓ 所要時間の短縮により、運行頻度の

増加に充て、利便性の向上を図る 

★再編後のルートのポイント★ 
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■再編後のネットワークと見直しのポイント 

■東部エリア（区域運行）のポイント 

 運行効率化のため、路線統合による区

域運行（予約制）の導入 

 利便性の向上のため、運行頻度を増加 

■西部エリア（区域運行）のポイント 

 運行効率化のため、路線統合による

区域運行（予約制）の導入 

 利便性の向上のため、運行日数、運

行頻度を増加 

■須屋線（路線定期運行）のポイント 

 人口集中地・商業施設をルートに追加 

 利便性の向上のため、運行頻度を増加 

■中央ルートのポイント 

 路線長の短縮により、運行頻度を増加 

 通学利用のため「光の森駅」へ接続 

■北ルートのポイント 

 「光の森駅」へ全便運行することによ

り、市域北東部と鉄軌道の接続を強化 

■南ルートのポイント 

 路線長の短縮により、運行頻度を増加 

 通学利用のため「武蔵塚駅」へ接続 
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２．現在の利用実績と運行経費 

●Ｒ5.10.1～Ｒ6.9.30までの実績 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．運賃設定について 

運賃に関する 

考え方 

●コミュニティ交通は交通空白地域解消のため、交通弱者（高齢者、学生等）の移動手段を確保するために運行している。 

●再編後も学生の通学手段としての役割、高齢者の外出機会創出のため、利用しやすい運賃体系を維持していくことが求められて

いる。 

●コミュニティ交通全体で収支率は 9％程度であるものの、今後も市民の移動手段を確保維持していくことが求められているた

め、運賃は現状のまま据え置くこととしたい。 

 

収支率試算：再編後の運行経費利用者数を現行と同水準と仮定（運行経費 112,341千円、利用者 88,272人） 

 運賃収入見込額 収支率 

100円に値下げ 6,971千円 6.2％ 

150円に据置 10,457千円 9.3％ 

200円に値上げ 13,943千円 14.0％ 

300円に値上げ 20,914千円 18.6％ 

 

 

レターバス 

（３路線） 
合計 

乗合タクシー 

（５路線） 
合計 

コミュニティ交通 

全体 

 

合計 

運行経費（円） 98,139,185 運行経費（円） 14,202,520 運行経費（円） 112,341,705 

収入（円） 9,946,210 収入（円） 510,870 収入（円） 10,457,080 

委託料（円） 88,192,975 委託料（円） 13,691,650 委託料（円） 101,884,625 

収支率（％） 10.1% 収支率（％） 3.6 収支率（％） 9.3 

利用者数（人） 83,927 利用者数（人） 4,345 利用者数（人） 88,272 
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≪参考≫ 

 コミュニティバス 乗合タクシー 

運賃 運賃 迎車場所 

菊陽町 100円 (土日運休) 300円 自宅まで 

大津町 180円 (土日運休) 150円～500円 自宅まで 

菊池市 100円 (土日運休) 200円～1,200円 自宅まで 

 

 

 

 

４．運賃の詳細について 

運賃やその他運賃に関わる事項を整理する。基本的には今までと同様の取り扱いを想定。 

今回の再編に伴う新たな取組として、①定期券の対象者を学生にも拡大、②県内他自治体コミュニティ交通で既に導入されている夏休み期間限定子ども定

期券「キッズパス」を本市でも導入を検討している。 

 

●1 乗車あたり運賃 

 通常料金 割引運賃 

（障がい者割引） 

大人 150円 80円 

こども 80円 40円 

 

 

  

 

 

 

※この 3市町の乗合タクシーは自宅まで送迎可能となっている。 

(本市の再編後の乗合タクシーの場合、乗用タクシーとのすみ分けを行うため、自宅前での乗降は認めない。) 

●乗継券 

１回の乗車では移動できない目的地にも、乗り継ぐことで移動を可能に 

するため、乗継券の発行を行う。 

① 乗継券をもらう 

１台目のバスやタクシーを降車するときに運賃を支払い、別便へ乗り継 

ぐ旨伝えることで 乗継券を発券してもらう。 

② 乗継券をもって次のバス・タクシーに乗る 

２台目のバスやタクシーを降車するときに、運賃箱に入れるか、運転手 

に手渡しする。(運賃の支払いは不要) 

※同じ路線での乗継券の使用は不可 ※乗継券の連続使用は不可 

●回数券 

1,500円 (150円券×11枚つづり)、800 円 (80円×11枚つづり)  

●コミュニティバス定期券 

 対象：65歳以上または障害者手帳を所有している市民、学生証を所有

している市民 

 種類：1ヶ月定期券 2,400円、3ヶ月定期券 7,200円 

●夏休み子ども定期券「キッズパス」 

（夏休み期間中のみレターバスで利用可） 
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≪参考≫ 令和６年度「キッズパス」チラシ 

 

 

 




